
介護老人福祉施設重要事項説明書 

＜令和６年８月１日 現在 ＞ 

１．当施設が提供するサービスについての相談窓口 

 ・ 電話 ０２７６－６０‐９９８８ （午前８時３０分～午後５時３０分まで） 

 ・ 担当 生活相談員 箱岩 明寛 

＊ ご不明な点は、お気軽にお申し付けください 

２． 特別養護老人ホーム ささら子の里の概要 

（１）提供できるサービスの種類 

施設名称 特別養護老人ホーム ささら子の里 

所在地 群馬県太田市新田赤堀町 128-1 

介護保険指定番号  介護老人福祉施設 （指定番号：群馬県 1070503311） 

（２） 同施設の職員体制  

 資格 常勤 非常勤 業務内容 計 

管理者 社会福祉主事 １名（１）   １名（１） 

医師   3 名（2）  ３名（2） 

生活相談員 社会福祉主事 1 名（１）    １名（１） 

管理栄養士 管理栄養士 １名（ ）   １名（ ） 

栄養士 栄養士 1 名（ ）    兼務１名（ ） 1 名（ ） 

調理員 調理師 4 名（2） １名（ ）   兼務１名 ６名（2） 

機能訓練指導員 看護師   １名（ ） 兼務１名（ ） １名（ ） 

介護支援専門員 介護支援専門員 2 名（ ）  兼務 2 名（ ） 2 名（ ） 

事務職員  １名（ ）   １名（ ） 

 
介
護 

・

看

護

職

員 

看護師・准看護師 4 名（ ） 1 名（ ） 兼務 1 名（ ） ６名（ ） 

介護福祉士 18 名（7）   兼務 1 名（ ） 19 名（7） 

ヘルパー・実務者研修介護職員

初任者研修介護職員基礎研修課

程修了者 
1 名（ ） 

  
1 名（ ） 

社会福祉主事     

その他   3 名（ ）  3 名（ ） 

 （  ）内は男性再掲 ※派遣職員含む 

（１） 同施設の設備の概要 

定員 長期：７０名 医務室/静養室 １室  ２床 

居室 

４人部屋 １０室（１室約４８．３７㎡） 食堂兼機能訓練室 ６室 

２人部屋 １１室（１室約３０．１３㎡） 相談室 １室 

個室 ８室（１室約１７．１３㎡）   

浴室 

一般浴槽・リフト浴   

特殊浴槽（臥床式）   



 

３． サービスの内容 

・ 居   室・・・・・４人居室（多床室） ・ ２人居室（多床室） ・ 従来型個室 

 

・ 食   事・・・・・基本として、食堂にておとりいただきます。 

           朝  食  ７時４５分から 

           昼  食 １２時００分から   

           夕  食 １７時４５分から 

 

・ 入   浴・・・・・週に最低 2 回入浴していただけます。 

ただし、状態に応じ、特別浴または清拭となる場合があります。又、希望する方には個人浴槽で入 

浴もしていただけます。 

 

・ 介   護・・・・・施設サービス計画に沿って下記の介護を行います。 

           着替え、排泄、食事、歯磨き(口腔ケア）等の介助、おむつ交換、体位交換、シーツ交換、施設内 

移動の付添い…等 

 

・ 機能訓練・・・・・食堂兼機能訓練室にて機能訓練を行います。 

 

・ 生活相談・・・・・常勤の生活相談員に、介護以外の日常生活に関することも含め相談できます。 

 

・ 健康管理・・・・・当施設では、年１回健康診断を行います。日程については別途ご連絡します。また、診察室にて診 

察や健康相談サービスを受けることができます。 

 

・ 特別食の提供・・当施設では通常のメニューの他に特別食をご用意する事もできます。 

詳しくは職員にお尋ねください。尚、料金は別途かかります。 

 

・ 理美容サービス ・・当施設では、必要時に理容サービスを実施しております。料金は別途かかります。 

 

・ 行政手続代行・・・行政手続の代行を施設にて受け付けます。ご希望の際は職員にお申し出下さい。ただし、手続に

係る経費はその都度お支払いいただきます。 

 

・ 日常費用支払代行 介護以外日常生活にかかる諸費用に関する支払代行を申し込むことができます。サービス 

ご利用に際しては別途『日常費用支払代行契約書』の締結が必要となります。 

 

・ 所持品の保管 居室のスペースに置くことのできない所持品を保管室にて預かります。ただし、預けることのできる 

所持品の種類や体積に制限がありますので許容限度内とさせていただきます。 

 

・ レクリエーション等 当施設では、毎月の誕生会をはじめ年間を通して入居者交流会等の行事を行います。行事に 

よっては別途参加費がかかるものもございます。詳しくは職員にお尋ね下さい。 

 

 

 

 

 



 

４．その他のサービス 

（１） 看取り介護 

利用者の重度化に伴う医療ニーズの増大等に対応する観点から、当施設の利用者が医師の診断のもと、回

復不能な状態に陥った時に、最期の場所及び治療等について本人の意思並びに家族の意向を最大限に

尊重し、当施設（法人）の定める指針に基づき看取り介護を行います。 

 

（２） 介護サービス情報の公開 

介護サービスの利用者等が、公表されたサービス事業所の情報を比較検討することにより、利用時の主体 

的な事業者選択を可能にすることを目的としています。公表された情報について、資料として必要な場合は 

お申し出ください。 

なお、下記のホームページから検索いただけます。 

 ≪ 厚生労働省介護事業所検索  介護サービス情報公表システム ≫  

http://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp 

 

５．利用単位 

（１） 介護福祉施設サービス費（施設利用単位）  

● 基本単位（施設利用単位）（１日につき） 

要 介 護 １ ５ ８ ９ 単位 

要 介 護 ２ ６ ５ ９ 単位 

要 介 護 ３  ７ ３ ２ 単位 

要 介 護 ４ ８ ０ ２ 単位 

要 介 護 ５ ８ ７ １ 単位 

 

※ 入所期間中に入院、または自宅に外泊した期間の取扱いについては、介護保険給付の扱いに応じた料金と 

なります。● サービス利用単位（加算）下記の加算が算定された場合、基本単位に加算されます 

初期加算 （入所後・入院期間３０日を超えた退院後３０日間）       １日につき   ３０単位 

安全対策体制加算                                                                   １回を限度   ２０単位 

栄養マネジメント強化加算                                                          １日につき   １１単位 

再入所時栄養連携加算                                                             １回を限度  ２００単位 

看護体制加算（Ⅰ）ロ                                                               １日につき      ４単位        

看護体制加算（Ⅱ）ロ                                                                １日につき      ８単位 

看取り介護加算（Ⅰ）      

亡くなられた日以前４５日前～３１日前については                          １日につき   ７２単位 

亡くなられた日以前４日以上３０日以下については                         １日につき  １４４単位 

亡くなられた日の前日及び前々日については                               １日につき  ６８０単位 

亡くなられた日については                                                         １日につき １２８０単位 

看取り介護加算（Ⅱ） 

亡くなられた日以前４５日前～３１日前については                          １日につき   ７２単位 

亡くなられた日以前４日以上３０日以下については                         １日につき  １４４単位 

亡くなられた日の前日及び前々日については                               １日につき  ７８０単位 

亡くなられた日については                                                         １日につき １５８０単位 

配置医師緊急時対応加算（通常の勤務時間外）             １回につき  ３２５単位 

配置医師緊急時対応加算（早朝・夜間の場合）                              １回につき  ６５０単位 

配置医師緊急時対応加算（深夜の場合）                                      １回につき １３００単位 

褥瘡マネジメント加算（Ⅰ）                               １月につき       ３単位 

褥瘡マネジメント加算（Ⅱ）                                                         １月につき   １３単位    

http://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/
http://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/


排泄支援加算（Ⅰ）                                                                   １月につき   １０単位 

排泄支援加算（Ⅱ）                                                   １月につき   １５単位 

排泄支援加算（Ⅲ）                                                   １月につき   ２０単位 

科学的介護推進体制加算（Ⅰ）                                            １月につき   ４０単位 

科学的介護推進体制加算（Ⅱ）                                            １月につき   ５０単位 

自立支援促進加算定                                 1 月につき  ２８０単位 

ADL 維持加算（Ⅰ）                                                                  １月につき      ３０単位 

ADL 維持加算（Ⅱ）                                                                  １月につき      ６０単位 

口腔衛生管理体制加算（Ⅰ）                       １月につき   ９０単位 

口腔衛生管理体制加算（Ⅱ）                       １月につき  １１０単位 

サービス提供体制強化加算(Ⅰ）                          １日につき   ２２単位 

サービス提供体制強化加算(Ⅱ）                       １日につき   １８単位 

サービス提供体制強化加算(Ⅲ）                                            １日につき    ６単位 

日常生活継続支援加算（Ⅰ） １日につき   ３６単位 

精神科医療養指導加算 １日につき    ５単位 

外泊時費用  （入院・外泊時に１ヶ月に６日を限度として）                １日につき  ２４６単位 

在宅サービスを利用した時の費用                                                １日につき  ５６０単位 

夜勤職員配置加算（Ⅰ）ロ                                                         １日につき   １３単位    

夜勤職員配置加算（Ⅲ）ロ                                                         １日につき   １６単位 

協力医療機関連携加算           令和 7 年 3 月 31 日まで １月につき  １００単位 

令和７年４月 1 日以降  １月につき   ５０単位    

高齢者施設等感染対策向上加算（Ⅰ）                  1 月につき   １０単位 

高齢者施設等感染対策向上加算（Ⅱ）                  1 月につき    ５単位 

生産性向上推進体制加算（Ⅰ）                      １月につき   １００単位       

生産性向上推進体制加算（Ⅱ）                      １月につき    １０単位 

介護職員等処遇改善加算（Ⅰ）                 所定の単位数の１４．０％を加算 

介護職員等処遇改善加算（Ⅱ）                 所定の単位数の１３．６％を加算 

介護職員等処遇改善加算（Ⅲ）                 所定の単位数の１１．３％を加算 

介護職員等処遇改善加算（Ⅳ）                 所定の単位数の ９．０％を加算 

介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（１）～（１４）           加算取得状況に基づく加算率 

地域加算 （太田市は７級地）         １単位あたり １０．１４円にて算定 

※  上記以外にも加算があり、算定された場合には料金が加算されます。 

 

（２） 介護サービス費利用者負担割合について 

 介護保険の自己負担割合につきましては、介護保険負担割合証に記載されております。 

 サービス利用前に「介護保険負担割合証」の提出をお願いします。 

（３） その他の利用料金 

食事提供費 １,６２０円 / 日 

 

※ 入院・外泊期間中も居住費はかかりますが、短期入所で利用した期間は居住費はかかりません 

管理費 （預り金管理） ５０ 円 / 日 

特別食 メニューによって異なりますのでその都度相談いたします 

理美容費 （パーマ等は別料金）  ２,０００～ 円 / 回  

その他 レク、行事等の費用等は自己負担となる場合があります 

 

 

 

 



（４） 特定入所者介護サービス費（補足給付）に係る基準費用額及び自己負担限度額給付を受ける際には「介護保

険負担限度額認定証」を提出して下さい。 

施設サービスを利用する場合、所得が低い方に対して、所得等に応じて自己負担の限度額が設けられていま

す。「特定入所者介護サービス費」の給付を受けるには、保険者への申請が必要となります。 自己負担限度額

については介護保険負担限度額認定証に記載をされております。 

①  基準費用額 

食事提供費    １,４４５ 円 / 日   

多床室居住費      ９１５ 円 / 日 

個室居住費 １，２３１ 円 / 日 

 

特定入所者介護サービス費における自己負担限度額 

  自己負担額 （１日につき） 

居住費 食費 

第１段階 
従来型個室

多床室 

３８０ 円 

０ 円 
３００ 円 

第２段階 
従来型個室

多床室 

４８０ 円 

４３０ 円 
３９０ 円 

第３段階 

① 

従来型個室

多床室 

８８０ 円 

４３０ 円 
６５０ 円 

第３段階 

② 

従来型個室 

多床室 

８８０円 

４３０円 
１，３６０円 

※ 入院・外泊期間中において、居室が確保されている場合は、所定の居住費を御負担いただきます。特定入所者介

護サービス費対象者（介護保険負担限度額認定証をお持ちの方）における居住費の減額は、６日間（月末で翌月に

連続する場合は、最長で１２日間）のみとなり、以降については、上記①の料金を頂きます。 
 

（５） 社会福祉法人による利用者負担の減額 

減免を受ける際には「社会福祉法人等利用者負担軽減確認証」を提出して下さい。 

   社会福祉法人による利用者負担の減額制度があり、利用者の収入や世帯状況、利用負担等を総合的に勘案し、 

生計が困難であると認められる場合、軽減措置が受けられます。 

   減免を受けるには保険者への申請が必要となります。 
 

（６） 支払方法 

毎月、１５日までに前月分の請求をいたしますので、当月末日以内にお支払いください。 

お支払いいただきますと、領収証を発行します。 

お支払方法は、原則として口座振替によるご契約をお願い致します。 

 

６．入退所の手続き 

（１）入所手続き 

まずは、お電話等でお申し込みください。居室に空きがあればご入所いただけます。 

入所と同時に契約を結び、サービスの提供を開始します。 

 ※ 居宅サービス計画の作成を依頼している場合は、事前に介護支援専門員とご相談ください。 
（２）退所手続き 

① 利用者のご都合で退所される場合 

 退所を希望する日の７日前までにお申し出ください。 

② 自動終了    以下の場合は、双方の通知がなくても、自動的にサービスを終了いたします。 

・ 利用者が他の介護保険施設に入所した場合 

・ 要介護認定において、自立又は要支援と認定された場合 

・ 要介護認定において、要介護度１又は２と認定をされた者で、特例入所の要件に該当しないと認めら 

れる場合。 

  ※ これらの場合、所定の期間の経過をもって退所していただくことになります。 

・ 利用者がお亡くなりになった場合 



③ その他 

・ 利用者が、サービス利用料金の支払を３ヶ月以上遅延し、料金を支払うよう催告したにもかかわらず 

３０日以内に支払わない場合、またはお客様やご家族などが当施設や当施設の従業者に対して本 

契約を継続し難いほどの背信行為を行った場合は、退所していただく場合がございます。この場合、 

契約終了３０日前までに文書で通知いたします。 

・ お客様が病院または診療所に入院し、明らかに３ヶ月以内に退院できる見込がない場合または入院 

後３ヶ月経過しても退院できないことが明らかになった場合、文書で通知のうえ、契約を終了させてい 

ただく場合がございます。尚、この場合、退院後に再度入所を希望される場合は、お申し出ください。 

・ やむを得ない事情により、当施設を閉鎖または縮小する場合、契約を終了し、退所していただく場合 

がございます。この場合、契約終了６０日前までに文書で通知いたします。 

 

７．当施設のサービスの特徴等 

（１） 運営の方針 

当施設は、介護保険法・老人福祉法の理念及び関係法令に基づき、可能な限り、利用者の居宅における生活 

への復帰を念頭に置いて、利用者がその有する能力に応じた日常生活を営むことができるよう、次の事項を重 

点方針として介護サービスの提供に万全を期するものといたします。 

① 利用者の心身の状況、解決すべき課題の把握、利用者や家族の意向等を踏まえた上で、介護サービス

の内容、サービスを提供する上での留意点等、サービス目標を盛り込んだ施設サービス計画（ケアプラ

ン）を作成します。 

② 利用者の意思及び人権を尊重し、自由な行動の保障により、生きる喜びの感じられる安らかな生活の場

の提供に努めます。 

③ 利用者の最大の楽しみである給食については、その嗜好にそったメニュー作りと共に温・冷配膳車による

適時適温の給食と併せ、ゆとりある食事時間を確保いたします。 

④ 利用者の健康的な生活の維持を図るため、医療看護体制の充実により疾病の早期発見、早期治療に努

めるとともに、ターミナルケアについても積極的に対処して参ります。 

⑤ 「ホームページ」については、一層の内容の充実に努め、施設情報の開示を積極的に進め、開かれた施

設運営を目指します。 

⑥ 「明るく、さわやかに、心をこめて」を介護理念として、利用者の方々が、健全で生き甲斐のある生活が送

れるよう、全職員が一丸となってより良い介護に最善をつくします。 

 

（２） サービス利用のために 

事  項 有無 備   考 

男性介護職員の有無 有  

従業員への研修の実施 有 年１回  以上を実施しています 

サービスマニュアルの作成 有  

身体的拘束 無 緊急やむを得ない場合は除きます 

その他   

 

（３） 施設利用に当たっての留意事項 

 ・面    会・・・・・・・・・・・・・面会時間は、午前９：００～午後７：３０までとなっております。面会の際は必ず面会簿に

記帳してください。 

・外出、外泊・・・・・・・・・・・・・原則として自由ですが、宿泊開始３日前までに施設に届け出てください。 

・飲酒、喫煙・・・・・・・・・・・・・施設において定めた場所であれば結構です 

・設備、器具の利用・・・・・・・本来の用途に従って自由に利用できます。 

・金銭、貴重品の管理・・・・・介護保険対象外サービスとして、別に定める契約により管理させていただきます。 

・施設外での受診・・・・・・・・希望や必要に応じて施設外でも受診することもできます。 

・宗教活動・・・・・・・・・・・・・・信教については自由ですが、施設内での宗教活動はできません。 

・ペット・・・・・・・・・・・・・・・・・ 施設内でペットを飼うことはできません。 



 

８．緊急時の対応方法 

ご利用者に容体の変化等があった場合は、医師に連絡する等必要な処置を講ずるほか、ご家族の方に速やかに 

連絡いたします。 

協力病院名 所在地 診療科目 病床数 施設からの距離 

鶴谷病院 伊勢崎市境百々４２１ 内科・外科・

皮膚科他 
３２０床 ６．９ｋｍ 

太田記念病院 太田市大島町４５５－１ 内科・外科・

皮膚科他 
４００床 ７ｋｍ 

イムス太田中央総合病院 太田市東今泉町８７５－１ 内科・外科・

皮膚科他 
３５０床 １２ｋｍ 

 

○事故発生時の対応について 

  ①当事業所は利用者に事故が発生した場合には、速やかに市町村、利用者の家族に連絡を行う 

    とともに、必要な措置を行います。 

  ②当事業所は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録し、保管します。 

  ③当事業所は、利用者に賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行います。 

 ＜市町村名＞ 太田市 

 ＜担当名＞  介護サービス課（電話：0276-47-1939）月～金曜日  時間：8:30～17:15 

 ＜家族等連絡先＞ 契約署名者参照 

 ＜保険会社名＞ 損害保険ジャパン日本興亜株式会社 

 ＜保険名＞  損害責任保険 

 ＜保障の概要＞ 社会福祉法人 全国社会福祉協議会（施設損害補償） 

             （社会福祉施設のさまざまなリスクに対応している） 

 
９．高齢者虐待防止について 

当施設は、入所者等の人権擁護・虐待防止等のために、次に掲げる通り必要な措置をこうじます。 
 

①虐待防止に関する 責任者：施設長  根岸 潤 

               担当者：生活相談員 箱岩 明寛 

 

②従業者に対する人権擁護・虐待防止のための研修を実施します。 

 

③従業者が支援にあたっての悩みや苦悩を相談できる体制を整えるほか、従業者が入所者等の権利擁護に取り組め

る環境の整備に努めます。 

 

④サービス提供中に、当施設の従業者又は養護者（現に養護している家族・親族・同居人等）による 虐待を受けたと

思われる入所者を発見した場合は、速やかにこれを市町村等に通報します。 

 

 

１０.身体拘束等について 

①身体拘束について当施設は、身体拘束廃止委員会を設置しています。原則として入所者に対して身体拘束等を行

いません。ただし入所者又は他人の生命・身体に対して危険が及ぶため緊急やむを得ない場合には、入所者及び

その家族等に対して説明し同意を得た上で次に掲げる事項に留意し、必要最小限の範囲で行うことがあります。身

体拘束等を行う場合は、次の手続きにより行います。 

（１） 緊急性・・・・直ちに身体拘束を行わなければ、入所者本人または他人の生命・身体に危険が及ぶことが考えられ 

    る場合 

（２） 非代替性・・身体拘束以外に、入所者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことを防止する事が出来 

ない場合に限ります 

（３）  一時性・・・入所者本人または他人の生命・身体にたいして危険が及ぶことが無くなった場合は、直ちに身体拘束

を解きます。 



②入所者又はその家族に説明し、その他方法がなかったか改善策を検討します。 

③身体拘束の解除（改善方法）機関の見直し等について、最大１月に１回は検討を行い、入所者又は、その家族に説

明を行い、同意を得ます。 

 

１１.秘密保持について 

（１）施設及び従業者は、正当な理由なくその業務上知り得た入居者からの入居者又はその家族の秘密を第三者に 

漏洩いたしません。退職者についても同様です。 

（３） 施設及び従業者は入居者に緊急な医療上の必要性がある場合には、医療機関に利用者の心身等に関する情 

報を提供できるものとします。 

（４） 施設及び従業者は利用者に関する情報提供する際には、特別な場合を除き、本書をもって同意を得たものとして

入居者又は、入居者の家族の個人情報を用いる事ができるものとします。 

 

１２. 非常災害対策 

    ・防災時の対応・・・別に定める防災応急計画に基づき自衛消防組織及び地域防災協力員組織により初動対応を 

行います 

 ・防災設備・・・・・・・消火器・スプリンクラー・自動火災報知設備・非常通報設備・その他 

 ・防災訓練・・・・・・・総合訓練（夜間想定を含む）は４月と１０月、部分訓練は必要に応じ実施します。また、訓 

       練については、地域住民の参加が得られよう連携に努めます 

 ・防火管理者・・・・・箱岩 明寛  

 

１３．衛生管理について 

（１）  施設の用に供する施設、食器、その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、衛生上 

必要な措置を講じます。 

（２）  施設において感染症の発生に又は蔓延しないように必要な措置を講ずるとともに、食中毒及び感染症の発生    

防止するための措置等について、必要に応じて保健所の助言・指導を求めるとともに、常に密接な連携に努めま

す。 

(ア) 感染症及び食中毒の予防又は蔓延防止のための対策を検討する委員会をおおむね３月に１回以上開催す

るとともに、感染症が流行する時期等を勘案して必要に応じて随時開催し、従業員へ周知徹底しています。 

(イ) 施設における感染症及び食中毒の予防及び蔓延防止の為の指針の整備をしています。 

(ウ) 従業者に対する感染症及び食中毒の予防又は蔓延防止の為の研修及び訓練を定期的に実施します。 

（３）  （２）については、令和６年３月３１日までの間は努力義務とし、実施をしていきます。 

 

１４．業務継続計画 

（１） 施設は感染症や非常災害の発生時において入所者に対する指定介護福祉施設サービスの提供を継続的に実

施するための、及び非常時体制での早期業務再開を図るための計画を策定し、当該事業計画に従い必要な措

置を講ずるものとする。 

（２） 施設は従業者に対し業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施します。 

（３） 施設は定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行います。 

（４） （１）～（３）は、令和６年３月３１日までは努力義務とし実施していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1５．サービス内容に関する相談・苦情 

① 当施設ご利用者相談・苦情担当 

責任者：施設長 根岸 潤   担当：生活相談員  箱岩 明寛 

電話：０２７６-６０-９９８８ 

② その他 

当施設以外に、市町村の相談・苦情窓口等でも受け付けています。 

群馬県国民健康保険団体連合会 （電話：０２７－２９０－１３２３） 

太田市役所 長寿あんしん課 （電話：０２７６－４７－１１１１） 

桐生市役所 長寿支援課 （電話：０２７７－４６－１１１１） 

みどり市役所 介護高齢課 （電話：０２７７－７６－０９７４） 

伊勢崎市役所 高齢政策課 （電話：０２７０－８７－２７５２） 

千代田町役場 介護保険課 （電話：０２７６－８６－７０００） 

大泉町役場 介護保険課 （電話：０２７６－６２－２１２１） 

邑楽町役場 健康福祉課 （電話：０２７６－４７－５０２４） 

玉村町役場 健康福祉課 （電話：０２７０－６４－７７０５） 

 

１６. サービスの第三者評価の実施状況について 

事業所で提供しているサービスの内容や課題等について、第三者の視点から評価の有無。 

【実施状況】 無 

1７．当法人の概要 

名称・法人種別 社会福祉法人 同仁会 

代表者役職・氏名 理事長  穂積 照雄 

本社所在地・電話番号 群馬県太田市八幡町２７番地７  電話：０２７６－５５－３５００ 

 

 

定款の目的に定めた事業 

 
第 1 種社会福祉事業 

1.救護施設 太陽の家  設置経営 

  

2.特別養護老人ホーム 鶴生田園 設置経営  

 

3.特別養護老人ホーム 大泉園 設置経営 

 

4.特別養護老人ホーム みづほの里 設置経営 

 

5.特別養護老人ホーム ゆう愛 設置経営 

 

6.特別養護老人ホーム ささら子の里 設置経営 

 

7.ケアハウス たかちほ  設置経営 

 

8.太田市養護老人ホーム  受託経営 

 

 

 

 

 

 
 

第 2 種社会福祉事業 

1.短期生活介護専用施設 2 か所  

ショートステイ愛 

ショートステイ八幡 

 
2.通所介護（デイサービスセンター） ６か所 

大泉園デイサービスセンター 
みづほの里デイサービスセンター 
西小泉デイサービスセンター愛 
ゆう愛デイサービスセンター 
デイサービスセンターぐるっぺ 
デイサービスセンター八幡 

 
3.認知症対応型通所介護（デイサービスセンター） １か所 

デイサービスセンターnico 

 
4.訪問介護（ホームヘルプサービス） ２か所・出張所３か所 

みづほの里ホームヘルパーステーション 

ホームヘルパーステーションぐるっぺ 

鶴生田園出張所 

 

 

 

 

 

 

 

 

大泉園出張所 

西小泉出張所 

 

5.小規模多機能型居宅介護 １か所 

小規模多機能ホームゆう愛 

 
6.障がい者相談支援 １か所 

みづほの里障がい者相談支援事業所 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.公益事業 

居宅介護支援 6 か所 

鶴生田園居宅介護支援事業所 

大泉園居宅介護支援事業所 

みづほの里居宅介護支援事業所 

西小泉居宅介護支援事業所 愛 

居宅介護支援事業所 ぐるっぺ 

ゆう愛居宅介護支援事業所 

 

サービス付き高齢者住宅 1 か所 

ぐるっぺ絆 

 

太田市地域包括支援センター（受託） 1 か所 

強戸・毛里田地域包括支援センター 

 

訪問入浴介護 1 か所 

みづほの里訪問入浴介護事業所 

 

訪問介護 1 か所 

みづほの里訪問看護ステーション 

 

診療所 1 か所 

八幡クリニック 

 

認可外保育施設 1 か所 

ささら子保育園

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

令和      年      月      日 

  

介護老人福祉施設入所にあたり、利用者に対して契約書および本書面に基づいて重要な事項を説明しました。 

事業者所在地 群馬県太田市新田赤堀町 128-1 

       名称          特別養護老人ホーム ささら子の里 印 

説明者 所属    特別養護老人ホーム ささら子の里 

氏名 箱岩 明寛 印 

 

上記内容の説明を事業者から確かに受け、内容について同意し、重要事項説明書の交付を受けました。 

利用者         住所 

 氏名 印 

身元引受人        住所 

（代理人） 

氏名 印 

 


